
ＰＴＡ 慶弔に関する内規 

 

 

 第１条 生徒に関する事項  

  １．生徒が死亡した時は，役員・運営委員・該当学級の各常置委員に知らせ，香典  

    （５,０００円）と生花を贈る。 

  ２．生徒が１５日以上の病気療養の場合，お見舞いをする。（３,０００円） 

 

 

 第２条 会員に関する事項  

  １．会員が死亡した時は，役員・運営委員・該当学年の各常置委員に知らせ，香典  

    （１０,０００円）と生花を贈る。 

  ２．会員が災害に遭った時は，役員・運営委員・該当学年の各常置委員に知らせ，お見

    舞いをする。（３,０００円） 

        ※災害の種類・程度については，別に協議決定する。 

 

 

 第３条 教職員に関する事項  

  １．教職員が死亡した時は，会員に知らせ，香典（１０,０００円）と生花を供する。 

  ２．教職員の配偶者及び父母・子供（同居の義父母の場合も同じ）が死亡した時は，香

    典（５,０００円）と生花を供する。 

  ３．教職員の結婚に対してはお祝いを贈る。（５,０００円） 

  ４．教職員が１５日以上の病気療養の時，お見舞いをする。（３,０００円） 

 

 

 第４条 役員及び運営委員に関する事項  

  １．役員及び運営委員が１５日以上の病気療養の時，お見舞いをする。（３,０００

円） 

 

 第５条 その他  

  １．この内規の運用について，特別な場合は役員が協議の上，運営委員会の承認を得て，

    別途の取り扱いをする事ができる。 

  ２．この内規は，運営委員会において３分の２以上の賛成によって改正することができ

    る。 

  ３．この『慶弔に関する内規』は，１９８５年４月１日から実施する。 

  ４．１９８９年２月２２日 一部改正施行。 

  ５．１９９１年３月 ５日 一部改正施行。 

  ６．１９９８年１月 ９日 一部改正施行。 

    ７．２００３年４月２４日  一部改正施行。 

    ８．２００７年４月 １日 一部改正施行。 

 

 

 

 


